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則

〇
国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
土
地
対
策
課
）　

　

一

 
規

則

　

国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
七
号

　
　
　

国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
宮
城
県
企
画
部
土
地
対
策
課
」
を
「
宮
城
県
企
画
部
地
域
振
興
課
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
号
中
「
係
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（1）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第15号　　 
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